
納期限を過ぎた国税を、

e-Taxに登録した預貯金口座からの引き落としにより、

指定した（複数の）期日に納付できる便利な納付手続です。

ご利用にあたっては、事前に徴収担当との納付相談が必要です。

ダイレクト分納
って、何？

ダイレクト分納のイメージ
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４月30日 ５月31日 ６月30日

分納 分納分納

￥ ￥ ￥

毎月の納付予定日を
管理するのが大変…

● 自宅や事務所からスマホ等で納付手続が可能

● 納付予定日をリマインド（メール）によりお知らせ
メリットは？

納期限

申
告
納
税
額

◆ 事前にe-Taxの利用開始手続を行った上で、ダイレクト納付利用届出書を提出していただく必要
があります（個人の方のみ、e-Taxによる提出が可能です。）。

◆ 一回の登録で、約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。
◆ 本税には、完納の日までの期間に応じて延滞税が加算されます。
◆ 徴収担当との納付相談を経ずに納付計画を登録された場合は、滞納処分（財産の差押え、公売等）を
行うことがありますのでご注意ください。

徴収担当

納付相談 納付計画
登録

毎月、税務署や
銀行の窓口に行
く時間がない…

現金を用意するのが
面倒…

計画的な納税を検討されて
いる方は、裏面へ！

一度登録しておけば、
後は自動で引き落とし♪

★詳しくは、国税庁HP「国税を納期限までに
納付することが困難な方（ダイレクト分納）」へ ☞



★詳しくは、国税庁HP「計画的な納税（資金の積立て）を検討されている方（予納ダイレクト）」へ

◎ 定期的に均等額を予納すると・・・

予納予納 予納 予納

予納

予納

６月30日 ９月30日 12月31日 納期限
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告
納
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￥

差額も
ダイレクト納付♪

１年前から毎月納付するなど、

計画的に納付できる制度も！

・ ・
それは

最後の納付が
少なくて済んだよ♪

予納ダイレクト

○ 予納する国税の課税期間内となります。

○ 例えば、令和X年分の確定申告分については、

○ ⇒ 令和X年１月１日～12月31日となり、期間内において、

○ ⇒ 任意の引き落とし日の指定が可能です。

予納できる
期間は？

● 申告時に（一括で）納税資金を準備する負担を軽減

● 延滞税等、納付が遅れた場合のペナルティを回避
メリットは？

予納ダイレクト
って、何？

将来に納付が見込まれる国税を、

e-Taxに登録した預貯金口座からの引き落としにより、

指定した期日に、予（あらかじ）め納付できる手続です。

・ ・

予納ダイレクトによる納付方法
・ ・

（注） 利用可能な税目は、申告所得税及復興特別所得税、贈与税、法人税（地方法人税）及び消費税及地方消費税
です。

e-Taxに
ログイン！

予納の申出を
選択！

税目や予納額を
入力し、引き落
とし日を指定！

STEP1 STEP３STEP２

３ステップで完了！

R６.９国税庁

☞


